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公共調達における適正な会計事務について（通知）

公共調達の適正化については， これまでも下記の点につき，公共調達の適正化については， これまでも下記の点につき，格段の配慮を行いつ

つ，法令等を遵守するとともに，競争性や透明性を確保した会計処理を実践してい

ただくようお願いしてきました。

各庁におかれては，適正な会計処理に取り組んでいただいているところですが，

これまでの取組により適正性が向上した部分があるものの，依然として事務処理上

の課題も少なくありません。今後も継続して，適正化の趣旨・目的の実質的な理解

を深めるとともに，組織として所属職員に対する公共調達の適正化に関する意識向

上への取組を行う必要があります6

このような問題意識の下，今後も，公共調達の適正化に向け，下記の点に留意し

た上，各庁において，契約事務取扱基準等や事務処理態勢の見直しを図るなど，主

体的。自律的な取組を継続してください。

記

随意契約の適正化について

随意契約については，各会計法令並びに昭和45年1月6日付け最高裁経監第
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1号経理局長依命通達「随意契約による場合の予定価格等について」及び平成1

8年9月6日経監第001063号経理局長通知「公共調達の適正化について」に基づ

き，競争性・透明性の確保を一層推進すること。

予定価格の積算や見積書の徴取については，価格の公正性・適正性を確保する

ため，予算決算及び会計令第79条，第gO条，第99条の5,第99条の6の

規定のほか，契約事務取扱規則等の関係規範及び各庁が定める契約事務取扱基準

等に則り，適切に実施すること。

また，各庁における内規，契約事務取扱基準等については，その制定の目的等

を担当職員に周知徹底し,内容が形骸化しないように配慮するとともに，会計事

務手続の根拠となる会計法令等を常に確認することによ1り，安易に前例踏襲を続

けることがないように不断に注意を払う必要がある。

2会計書類の適正管理について

見積書納品書作業完了報告書,請求書等の会計書類の提出を受けた際には，

漏れなく正確に記載されているかについて精査した上，記載に漏れや誤りがあっ

た場合には，確実に補正させること。特に，日付のない会計書類については，会

計事務処理の適正さに疑義が生じないよう，確実に日付を記載させるなど補正を

求めること。

また，提出を受けた会計書類については，平成24年12月6日付け最高裁秘

書第003545号事務総長通達「司法行政文書の管理について」及び同日付け最高裁

秘書第003547号秘書課長通達「下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等

について」による管理を確実に行うこと。

3監督・検査の適切な実施について

契約の適正な履行を確保するため；監督職員及び検査職員については，会計法

第29条の11各項の趣旨を踏まえ，的確な監督及び検査を実施できる職員を任

命すること。

任命にあたってば， しかるべき動機付けを行うとともに，予算執行職員等の責

任に関する法律の「予算執行職員」 として，同法に定める義務及び責任について

十分認識させる必要がある。



検査職員は，政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に留意しつつ，履

行完了後に,実質的な検査を実施した上，検査完了後,検査を行った事実に即し

た検査調書を作成し,適切な保管等に努めること。

なお,監督職員及び検査職員の能力向上を図り）契約のトラブルを防止するた

めの方策についても，各庁の実情を踏まえて，策定し,実施するのが相当である。


